
ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
に
お
け
る
個
人
的
な
世
話（persoenlich

Betreuung

）

と
世
話
計
画
（Betreuungsplan

）
に
つ
い
て

―
「
本
人
の
意
思
決
定
の
自
立
（＝

自
律
）」
を
尊
重
す
る
視
点
か
ら
―

渡

部

朗

子

一

は
じ
め
に

二
〇
〇
〇
年
に
成
年
後
見
制
度
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
十
年
以
上
た
つ
が
、
身
上
監
護
の
具
体
的
な
職
務
内
容
は
、
解
釈
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
身
上
監
護
に
つ
い
て
検
討
す
る
際
に
は
、
身
体
機
能
の
自
立
支
援
（
介
護
等
）
と
、
本
人
の

意
思
決
定
の
自
立
（
自
律
）
を
尊
重
す
る
こ
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
に
は
、
わ
が
国
の
身
上
監
護
に
つ
い
て
の
一
般
規
定
（
民
法
八
五
八
条
）
に
相
当
す
る
規
定
と
し
て
、「
個

人
的
な
世
話
」（
一
八
九
七
条
）
が
あ
る
。
規
定
の
方
法
の
特
徴
と
し
て
、
①
身
上
監
護
事
項
に
つ
い
て
、
医
療
同
意
や
居
所
指
定
な

ど
に
関
す
る
具
体
的
な
規
定
の
ほ
か
に
、「
個
人
的
な
世
話
」
と
い
う
一
般
規
定
を
置
い
て
い
る
、
②
「
個
人
的
な
世
話
」
の
具
体

的
な
内
容
を
示
す
た
め
に
、
世
話
人
（
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
、
後
見
人
、
保
佐
人
、
補
助
人
、
任
意
後
見
人
に
相
当
す
る
）
の
義
務

規
定
（
一
九
〇
一
条
）
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

論

説
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二
〇
〇
五
年
に
新
た
に
世
話
人
の
義
務
と
し
て
制
定
さ
れ
た
世
話
計
画
を
め
ぐ
る
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
成
年
者
世
話

法
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
本
人
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
し
、
本
人
の
意
思
決
定
の
自
立

（＝
自
律
）
を
最
重
要
事
項
と
と
ら
え
、生
活
状
況
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
、制
度
を
運
用
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
こ
と
を
改
め
て

証
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
と
世
話
計
画
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
す
る
理
由
は
、
財
産
管
理
以
外
の
成
年
後
見
人
等
の
職
務
内
容
を
検

討
す
る
際
に
、
議
論
す
べ
き
内
容
や
検
討
課
題
が
最
も
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
に
お
け
る
個
人
的
な
世
話
（
一
八
九
七
条
）
と
、
二
〇
〇
五
年
に
改
正
さ
れ
た
際
に
、
新
た

に
世
話
人
の
義
務
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ
た
世
話
計
画
（
一
九
〇
一
条
四
項
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
成
年
者
世
話
法
に

お
い
て
本
人
の
意
思
や
同
意
を
尊
重
し
、
本
人
の
意
思
決
定
を
妨
げ
な
い
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
身
上
監
護
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
内
容
と
し
て
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
た
め
の
対
応
が
含
ま
れ
る
か
、

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二

ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
に
お
け
る
基
本
原
理

ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
（
以
下
、
世
話
法
と
略
す
）
に
お
け
る
基
本
原
理
は
、
必
要
性
の
原
則
（
一
八
九
六
条
二
項
）
と
、
行
為
能

力
の
な
い
本
人
の
保
護
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
備
え
る
同
意
の
留
保
（
一
九
〇
三
条
一
項
）
で

（
１
）

あ
る
。
必
要
性
の
原
則
は
、
世
話
は
、

本
人
に
と
っ
て
必
要
な
職
務
範
囲
に
つ
い
て
の
み
世
話
人
が
選
任
さ
れ
る
も
の
で
、
世
話
の
職
務
範
囲
が
、
本
人
の
生
活
や
財
産
に

関
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
意
の
留
保
は
、
世
話
人
が
職
務
を
遂
行
す
る
と
き
に
、
本

人
の
同
意
が
必
要
な
場
合
、
本
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
世
話
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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本
人
の
自
律
（A

utonom
ie

）
や
、
様
々
な
契
約
に
お
け
る
本
人
の
私
的
自
治
（Privatautonom

ie

）
に
つ
い
て
も
考
慮
さ

（
２
）

れ
る
。

こ
れ
は
世
話
法
の
対
象
者
に
は
精
神
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
認
知
症
の
方
が
含
ま
れ
る
た
め
、
本
人
だ
け
で
は
自
ら
を
律
す
る
こ

と
が
困
難
で
、
自
己
決
定
や
自
己
選
択
が
困
難
な
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
本
人
の
意
思
決
定
を
尊
重

す
る
た
め
に
特
別
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
人
の
も
っ
て
い
る
能
力
を
最
大
限

に
活
か
し
て
、
引
き
出
し
な
が
ら
、
本
人
の
意
思
決
定
や
同
意
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
）
世
話
法
に
お
け
る
自
律
の
考
え
方

世
話
法
に
お
け
る
自
律
の
内
容
は
、
①
本
人
の
自
己
決
定
能
力
が
減
退
し
て
い
て
も
な
お
、
自
ら
の
生
活
関
係
を
自
己
決
定
に

よ
っ
て
形
成
で
き
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
そ
の
た
め
に
将
来
の
世
話
を
目
的
と
し
た
代
理
権
の
事
前
付
与
を
認
め
る

こ
と
、
②
常
に
本
人
の
希
望
と
意
思
を
実
現
す
る
こ
と
を
最
優
先
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
と
さ

（
３
）

れ
る
。

「
将
来
の
世
話
を
目
的
と
し
た
代
理
権
の
事
前
付
与
」
と
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
任
意
後
見
制
度
の
こ
と
で
あ
り
、
本
人
の
意
思
決

定
や
同
意
を
す
る
た
め
の
能
力
が
十
分
な
時
に
、
世
話
が
必
要
に
な
っ
た
時
の
た
め
に
、
あ
ら
か
じ
め
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
保
証
す
る
こ
と
が
重
要
で
、
本
人
に
世
話
が
必
要
に
な
っ
た
時
は
、
こ
の
あ
ら
か
じ
め
備
え
た
代
理
権
が
優
先
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。「
常
に
本
人
の
希
望
と
意
思
を
最
優
先
に
す
る
こ
と
」
と
は
、
本
人
の
希
望
と
意
思
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
客
観

的
な
福
祉
を
実
現
す
る
こ
と
を
優
先
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
人
の
希
望
を
最
大
限
考
慮
す
る
た
め
に
、
可
能
な
限
り
の
本
人
の
自
律
性
を
維
持
し
続
け
る
べ
き
で

（
４
）

あ
る
。
本
人
は
、
世
話
人

が
選
任
さ
れ
た
後
で
自
律
性
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き

（
５
）

な
い
。

本
人
に
世
話
人
が
不
要
に
な
っ
た
場
合
、
世
話
人
は
解
任
さ
れ
る
。
生
ま
れ
つ
き
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
た
め
、
本
人
が
自
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ら
の
自
由
意
思
で
決
定
で
き
な
い
場
合
は
、
必
要
性
の
原
則
（
一
八
九
六
条
）
に
基
づ
い
て
、
保
護
の
対
象
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

世
話
の
必
要
が
生
じ
た
時
点
で
、
世
話
人
が
選
任
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
上
の
手
続
を
要
求
す
る
理
由
は
、
世
話
人
の
選
任
や

解
任
の
効
力
が
、
後
で
、
本
人
の
意
思
の
変
化
が
問
題
と
な
っ
た
時
に
、
効
力
そ
の
も
の
が
無
効
に
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
こ
と

を
保
証
す
る
た
め
で

（
６
）

あ
る
。

（
二
）
世
話
法
に
お
け
る
私
的
自
治

私
的
自
治
の
原
則
と
は
、
近
代
社
会
に
お
い
て
、
個
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
由
・
平
等
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
個
人

を
拘
束
し
、
権
利
義
務
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
意
思
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で
、
契
約
自
由
の
原
則

は
そ
の
一
つ
の
表
現
で

（
７
）

あ
る
。
こ
の
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
考
え
方
が
、
世
話
法
と
の
関
連
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景

は
、
①
本
人
は
、
様
々
な
場
面
で
契
約
の
当
事
者
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
、
②
世
話
人
が
行
う
世
話
職
務
が
、
常
に

本
人
の
自
己
決
定
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
重
大
な
干
渉
を
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で

（
８
）

あ
る
。
と
く
に
、
親
族
が
世
話
人
に

な
っ
た
場
合
、
本
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
保
護
さ
れ
に
く
く
、
世
話
人
に
よ
る
他
者
決
定
に
な
り
が
ち
で
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
し

に
く
い
こ
と
が
指
摘
さ

（
９
）

れ
る
。

世
話
人
に
他
者
決
定
さ
れ
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
本
人
の
意
思
能
力
を
十
分
に
確
認
し
た
う
え
で
、
世
話
人
の
職
務
範

囲
を
決
定
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
、
個
人
的
な
世
話
（persoenlich

Betreuung

）（
一
八
九
七
条
一
項
）
に
お
い
て
、

世
話
人
が
本
人
に
代
わ
っ
て
、
医
者
や
銀
行
、
官
庁
な
ど
と
会
話
す
る
と
き
に
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ

（
１０
）

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
世
話
人
を
指
定
す
る
と
き
と
、
本
人
が
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
に
、
私
的
自
治
の

原
則
に
従
う
こ
と
が
要
求
さ

（
１１
）

れ
る
。
つ
ま
り
、
世
話
人
の
指
定
や
本
人
が
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
確
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認
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
備
え
る
代
理
権
の
場
合
も
含
ま

（
１２
）

れ
る
。
と
く
に
、
個
人
的

な
世
話
に
つ
い
て
の
本
人
の
世
話
人
選
任
の
提
案
（
一
八
九
七
条
四
項
）、
本
人
の
不
妊
化
手
術
に
関
す
る
複
数
世
話
人
の
選
任
（
一

八
九
九
条
二
項
）、
特
定
の
世
話
職
務
の
転
用
（
一
八
九
六
条
）、
被
世
話
人
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
の
取
り
決
め
（
一
九
〇
一
条
三
項
）、

住
居
の
使
用
賃
貸
借
関
係
等
の
終
了
（
一
九
〇
七
条
）、
本
人
の
長
期
間
ま
た
は
自
由
を
剥
奪
さ
れ
る
収
容
（
一
九
〇
六
条
四
項
）
等

の
場
合
、
本
人
の
意
思
よ
り
も
、
世
話
人
や
関
係
者
の
意
向
が
優
先
さ
れ
な
い
よ
う
に
注
意
を
要

（
１３
）

す
る
。

三

個
人
的
な
世
話
（persoenlich
Betreuung

）

（
一
）
個
人
的
な
世
話
の
概
要

世
話
法
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
本
人
に
対
し
て
「
個
人
的
な
世
話
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
こ
と
で

（
１４
）

あ
る
。
立
法
者

は
、
個
人
的
な
世
話
は
、
世
話
人
が
自
ら
常
任
で
行
う
職
務
と
定
義
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
、
世
話
人
に
な
る
資

格
や
条
件
が
整
っ
て
い
る
か
考
慮
さ
れ
る
。
原
則
自
然
人
の
み
が
世
話
人
に
選
任
さ
れ
、
本
人
の
個
人
的
な
世
話
が
必
要
な
範
囲
で

の
み
選
任
さ
れ
る
（
一
八
九
七
条

（
１５
）

一
項
）。
世
話
人
に
な
る
資
格
や
条
件
が
整
わ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
、

世
話
人
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
九
〇
八
ｂ
条
一
項
）。
個
人
的
な
世
話
に
つ
い
て
世
話
人
を
選
任
す
る
と
き
は
、
本
人
の
提

案
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
八
九
七
条
四
、
五
、
六
項
）。
世
話
人
を
選
任
す
る
際
は
、
自
然
人
が
優
先
さ
れ
、
世
話
社

団
や
官
庁
世
話
人
は
、
補
充
の
と
き
の
み
選
任
が
考
慮
さ

（
１６
）

れ
る
。
判
例
で
は
、
官
庁
は
、
個
人
や
世
話
人
協
会
が
不
足
し
た
と
き
の

み
選
任
さ
れ
る
こ
と
を

（
１７
）

示
す
。

本
人
に
対
し
て
個
人
的
な
世
話
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
世
話
法
に
お
け
る
根
本
的
な
業
務
で
あ
り
、
世
話
法
を
特
徴
づ
け
る
も
の
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で
（
１８
）

あ
る
。
個
人
的
な
世
話
も
、
あ
く
ま
で
必
要
な
範
囲
で
行
わ
れ
、
世
話
人
に
な
る
適
性
の
な
い
人
を
選
任
し
て
は
い
け
な
い
。
そ

の
適
性
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
個
人
的
な
世
話
の
内
容
を
す
べ
て
包
括
し
な
い
ほ
う
が
よ
く
、
必
要
な
範
囲
を
限
定
し
た
ほ
う
が

（
１９
）

よ
い
。
本
人
の
障
害
に
応
じ
て
、
本
人
に
対
す
る
職
務
を
遂
行
し
、
本
人
の
希
望
や
能
力
を
把
握
す
る
た
め
に
、
世
話
人
は
本
人
に

個
人
的
な
接
触
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
人
に
と
っ
て
必
要
な
範
囲
で
接
触
は
許
さ
れ
る
の
で
、
必
要
な
範
囲
が
少
な
け
れ
ば
、

よ
り
少
な
い
時
間
の
接
触
で
十
分
で
あ
る
。
本
人
が
接
触
を
拒
否
し
て
い
る
場
合
、
世
話
人
が
接
触
を
押
し
つ
け
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
（
２０
）

な
い
。

（
二
）
個
人
的
な
世
話
と
世
話
人
の
義
務
（
一
九
〇
一
条
）
の
関
係

個
人
的
な
世
話
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
世
話
人
と
本
人
と
の
間
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
重
要
で

（
２１
）

あ
る
。
個

人
的
な
世
話
の
核
心
と
な
る
職
務
は
、
個
人
的
な
接
触
（Persoenliche

K
ontakt

）
で
あ
り
、
本
人
に
対
す
る
相
談
業
務
が
重
要
で

あ（
２２
）る

。
本
人
の
意
思
決
定
や
同
意
を
尊
重
す
る
こ
と
を
「
個
人
的
な
世
話
」
と
し
て
、
世
話
人
の
職
務
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

世
話
法
一
九
〇
一
条
は
、
世
話
人
の
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
一
九
〇
一
条
三
、
四
項
は
個
人
的
な
世
話
の
具
体
的
な
行

為
を
指
示
す
る
内
容
を
含
み
、
一
九
〇
一
条
二
項
は
、
世
話
人
の
職
務
の
目
標
と
す
る
方
針
を
示
し
て

（
２３
）

い
る
。

と
く
に
一
九
〇
一
条
三
項
は
、
個
人
的
な
世
話
の
原
則
や
世
話
人
の
職
務
を
具
体
化
し
た
も
の
で

（
２４
）

あ
る
。
世
話
人
は
本
人
に
対
し

て
世
話
職
務
を
行
う
場
合
、
本
人
の
福
祉
に
反
せ
ず
、
か
つ
本
人
の
希
望
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
、
本
人
に

つ
い
て
知
り
、
接
触
を
保
ち
、
会
話
を
し
、
で
き
る
限
り
正
確
に
本
人
の
人
柄
や
生
活
状
況
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
、
こ
れ
が
実
現

す
る
と
き
に
限
り
、
個
人
的
な
世
話
を
行
う
こ
と
が
で

（
２５
）

き
る
。
そ
の
た
め
、
個
人
的
な
世
話
に
お
け
る
本
人
へ
の
配
慮
は
、
世
話
人

が
行
う
す
べ
て
の
世
話
職
務
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味

（
２６
）

す
る
。
本
人
の
財
産
に
関
す
る
職
務
も
、
世
話
人
が
本
人
に
個
人

《論 説》
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的
な
接
触
が
あ
り
、
本
人
の
福
祉
や
希
望
を
顧
慮
し
、
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
な
時
に
の
み
、
認
め
ら

（
２７
）

れ
る
。

四

世
話
法
に
お
け
る
世
話
計
画
（Betreuungsplan

）
の
制
定

（
一
）
背
景
―
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
め
ぐ
る
議
論

二
〇
〇
五
年
に
、
世
話
法
第
二
次
改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
世
話
法
一
九
〇
一
条
四
項
に
、
新
た
に
世
話
計
画
に
関
す
る
事
項

が
盛
り
込
ま

（
２８
）

れ
た
。
世
話
計
画
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
九
九
二
年
に
世
話
法
が
施
行
さ
れ
て
以
来
、
様
々
な
形
で
議
論
さ
れ
た
。
特
徴

は
、
従
来
は
社
会
保
障
や
社
会
福
祉
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
の
分
野
で
議
論
さ
れ
て
い
た
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
内

容
が
、
世
話
計
画
に
関
連
し
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
で

（
２９
）

あ
る
。
主
に
世
話
官
庁
の
役
割
と
、
世
話
の
質
（Q

ualitaet

）
の
保
障
を
め
ぐ

る
議
論
の
中
で
検
討
さ
れ
た
。

①

世
話
官
庁
の
役
割
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

（
３０
）

ン
ト
―
自
治
体
の
費
用
負
担
の
抑
制
の
視
点
か
ら

世
話
官
庁
は
、
様
々
な
裁
判
手
続
や
裁
判
官
の
決
定
の
た
め
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
世
話
法
は
、
州
や
自
治
体
が
制
度
の
施
行
を

援
護
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
世
話
法
が
施
行
さ
れ
て
多
く
の
利
用
が
あ
る
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
州
や
自
治
体
の
財
政
を
圧
迫
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
世
話
官
庁
は
、
世
話
法
が
施
行
さ
れ
て
以
来
問
題
と
さ
れ
て
い
る
、
世
話
の
た
め
の
国
庫
負
担
の
問
題

と
関
連
し
て
、
官
庁
の
出
費
を
制
限
し
て
財
政
の
ス
リ
ム
化
を
図
り
、
世
話
を
必
要
と
し
て
い
る
人
に
対
す
る
州
や
自
治
体
の
配
慮

を
多
く
し
な
が
ら
、
市
場
に
お
け
る
社
会
競
争
の
場
へ
そ
の
配
慮
を
移
行
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
た
め
の
有

効
な
方
法
と
し
て
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
世
話
計
画
の
議
論
が
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
福
祉
事
業
、
公
衆
衛
生
、
社
会
領
域
に
お
い
て
、

一
定
の
モ
デ
ル
に
従
い
、
そ
の
中
で
政
府
補
助
の
予
算
案
を
作
成
し
、
財
源
の
責
任
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

ドイツ成年者世話法における個人的な世話（persoenlich Betreuung）と世話計画
（Betreuungsplan）について

４０９



世
話
官
庁
に
お
け
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
議
論
は
、
世
話
に
対
す
る
コ
ス
ト
意
識
か
ら
導
か
れ
る
議
論
で
あ
る
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
の
目
的
の
一
つ
に
は
費
用
の
抑
制
が
あ
り
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
、
そ
の
地
域
の
福
祉
予
算
全
体
と
の
関
係
を
考
え
な
が
ら

ケ
ア
プ
ラ
ン
（
世
話
計
画
に
相
当
す
る
）
を
作
成
し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
考
え
る
。
つ
ま
り
、
行
政
サ
イ
ド
の
費
用
と
本
人
の
自
己

負
担
の
費
用
を
考
え
る
こ
と
が
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。
費
用
抑
制
の
た
め
に
高
い
公
的
な
サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
利
用

す
る
の
で
は
な
く
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
非
営
利
団
体
を
活
用
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
議
論
は
、
従
来
は
本
人

の
た
め
に
い
か
に
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
か
に
重
点
が
置
か
れ
、
費
用
の
抑
制
に
つ
い
て
十
分
に
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
。
国

庫
の
費
用
負
担
の
問
題
が
深
刻
に
な
る
に
つ
れ
て
、
コ
ス
ト
意
識
を
持
っ
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
議
論
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

②

世
話
の
質
の
保
障
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

（
３１
）

ン
ト
―
専
門
職
が
行
う
世
話

世
話
法
に
お
け
る
世
話
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
一
九
九
五
年
以
降
少
し
ず
つ
世
話
の
質
の
標
準
や
質
の
保
障
に
関
す
る
テ
ー
マ
に

つ
い
て
検
討
さ
れ
て
き
た
。
世
話
の
質
に
関
す
る
議
論
の
目
的
は
、
本
人
の
権
利
や
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
で
あ
る
。
一
九
九
九
年

に
施
行
さ
れ
た
世
話
法
の
改
正
法
の
中
で
、
専
門
家
が
関
わ
る
世
話
を
「
法
律
上
の
世
話
」
に
限
定
し
た
こ
と
か
ら
、
職
業
世
話
人

が
行
う
法
律
上
の
世
話
に
相
当
す
る
職
務
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
職
業
世
話
人

が
行
う
高
度
な
技
術
を
要
す
る
職
務
と
し
て
議
論
さ
れ
た
。
世
話
計
画
に
つ
い
て
、
個
人
的
な
世
話
（
一
八
九
七
条
）
や
、
世
話
人

の
義
務
（
一
九
〇
一
条
）
と
の
関
係
と
と
も
に
議
論
さ
れ
た
。

世
話
職
務
を
有
効
に
行
う
た
め
に
は
、
本
人
の
意
思
を
最
優
先
に
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
世
話
人
は
本
人
の
意
思

を
確
認
し
、
個
人
的
な
接
触
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
世
話
人
の
必
要
性
は
、
本
人
を
「
個
人
的
に
世
話
を
す
る
」
状
態
か
ど

う
か
で
決
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
何
が
「
個
人
的
な
世
話
を
す
る
」
状
態
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
条
文
で
は
、

《論 説》
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個
人
的
な
世
話
の
内
容
を
具
体
的
に
特
定
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
世
話
人
が
個
人
的
な
世
話
を
行
う
た
め
に
は
、
世
話
の
内
容
ご
と

に
適
性
が
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
世
話
を
行
う
た
め
に
適
性
の
あ
る
人
に
世
話
を
委
任
す
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
世
話
人
の
選
任
の
際
に
世
話
法
一
八
九
七
条
一
項
以
下
を
適
用
し
て
、
無
条
件
に
世
話
を
委
任
し
て
、
法
律
上
の

解
決
を
す
る
た
め
に
広
く
利
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
必
要
以
上
に
世
話
を
委
任
し
た
り
、
世
話
人
を
選
任
す
る
こ

と
に
つ
な
が
り
、
世
話
の
内
容
や
世
話
人
の
質
の
低
下
を
招
い
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
世
話
人
の
適
性
や
能
力
を

正
確
に
把
握
す
る
こ
と
、
本
人
に
対
し
て
世
話
人
が
適
切
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
世
話
人
の
役
割
が
世
話
の
質
を
保
証
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
不
必
要
な
世
話
の
委
任
や
世
話
人
を
選
任
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ

と
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
職
業
世
話
人
が
職
務
を
行
う
際
要
求
さ
れ
る
能
力
は
、
裁
判
所
や
医
師
の
鑑
定
書
の
理
解
の
み
な
ら
ず
本
人
の
生
活
状

況
や
世
話
の
必
要
に
つ
い
て
書
面
で
報
告
す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
話
人
は
、
本
人
の
情
報
に
よ
っ
て
、
病
歴
に
よ
っ
て
は
診
察
を
促

し
、
世
話
職
務
の
た
め
の
組
織
的
な
行
動
を
監
督
す
る
べ
き
で
あ
る
。
当
然
に
本
人
の
周
囲
の
す
べ
て
の
資
源
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化

す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
世
話
人
は
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
計
画
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
人
的
な
世
話
計
画
を
実

行
す
る
べ
き
で
あ
る
。
職
業
世
話
人
は
幅
広
い
法
律
、
経
済
、
社
会
心
理
学
の
レ
ベ
ル
で
そ
れ
ぞ
れ
本
人
を
分
析
し
、
個
人
的
な
責

任
を
決
定
し
、
重
要
な
行
為
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

世
話
人
は
、
本
人
の
希
望
を
尊
重
し
、
本
人
の
福
祉
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
配
慮
す
る
義
務
が
あ
る
（
一
九
〇
一
条
）。
本
人
が
無
資

力
で
国
庫
か
ら
の
出
資
を
検
討
す
る
場
合
も
、
裕
福
で
自
己
負
担
を
す
る
場
合
も
、
同
じ
よ
う
に
世
話
の
質
を
確
保
し
、
世
話
の
質

が
保
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裕
福
な
人
は
、
世
話
の
質
に
お
い
て
は
は
ぜ
い
た
く
が
可
能
で
あ
る
。
世
話
の
職
務
を
執
行
す

る
に
あ
た
っ
て
、
本
人
の
経
済
状
況
に
関
わ
ら
ず
世
話
の
質
を
保
証
す
る
こ
と
は
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
検
討
さ
れ
た
。
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（
二
）
制
度
制
定
前
の
世
話
計
画
を
め
ぐ
る
議
論

①

世
話
計
画
と
援
助
計
画
（H

ilfeplan

）

世
話
計
画
に
つ
い
て
は
、
費
用
の
抑
制
や
世
話
の
質
を
保
証
す
る
た
め
の
議
論
の
中
で
扱
っ
て
い
た
が
、
最
終
的
に
法
律
上
の
世

話
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
ま
で
に
発
展
し
た
。
議
論
の
中
で
は
、
世
話
計
画
が
、
児
童
・
未
成
年
者
養
成
法
（K

JH
G

）
三
六
条
に

規
定
さ
れ
て
い
る
援
助
計
画
（H

ilfeplan

）
と
類
似
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
行
政
が
援
助
計
画
を
遂
行
す
る

た
め
に
時
間
と
目
的
を
指
導
す
る
性
質
や
、
必
要
な
援
助
の
範
囲
を
説
明
す
る
こ
と
と
世
話
計
画
を
類
似
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て

い
た
。
そ
の
た
め
に
、
行
政
機
関
が
世
話
計
画
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
。

援
助
計
画
と
類
似
す
る
考
え
方
は
、
世
話
計
画
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
世
話
を
開
始
す
る
た
め
に
裁
判
所
や
官
庁
が
、
共
通
の
え
り

抜
き
の
世
話
人
と
一
緒
に
世
話
計
画
を
作
成
す
る
。
留
意
す
る
こ
と
は
、
世
話
の
目
標
に
も
と
づ
い
て
世
話
の
成
果
を
手
に
入
れ
よ

う
と
努
め
る
こ
と
で
、
必
要
で
あ
れ
ば
、
時
間
内
に
処
理
し
、
審
査
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
新
し
い
計
画
に
変
更
す
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
で
き
た
世
話
の
「
経
費
見
積
書
」
は
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
人
の
た
め
に
財
政
上
透
明
で
あ
る
こ
と
を
保
証
し
、
後
に
な
っ

て
世
話
の
成
果
の
範
囲
や
、
ふ
さ
わ
し
い
報
酬
の
争
い
を
少
し
で
も
避
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
世
話
計
画
の
作
成
の
た
め
に
は
、

よ
り
多
く
の
時
間
が
浪
費
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
間
の
浪
費
は
、
世
話
計
画
に
よ
り
報
酬
を
含
む
出
費
を
縮
小
で
き
る
た
め
に
相
殺
さ

れ
る
と
考
え
ら

（
３２
）

れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
世
話
法
の
原
則
の
即
し
た
考
え
方
は
、
世
話
人
は
本
人
と
の
個
人
的
な
話
し
合
い
や
理
解
に
基
づ
き
、
基
礎
に
な

る
報
告
を
本
人
の
た
め
に
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
、
行
政
機
関
が
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
慎
重
な
立
場
を
示
し
た
。
そ
し

て
こ
の
考
え
方
は
、
世
話
人
は
単
に
「
法
律
上
の
仕
事
を
す
る
」
だ
け
で
な
く
、
本
人
の
必
要
性
を
考
慮
し
、
世
話
計
画
に
関
す
る

《論 説》
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委
任
に
柔
軟
に
応
じ
る
こ
と
を
要
求
す
る
考
え
方
の
基
礎
と

（
３３
）

な
る
。
世
話
計
画
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
話
の
問
題
に
対
応
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
人
の
状
況
に
基
づ
き
利
益
を
与
え
、
お
こ
り
う
る
可
能
性
に
対
し
現
状

を
改
善
し
、
評
価
す
る
の
み
で
は
な
く
、
世
話
の
職
務
の
悪
化
（
例
え
ば
、
本
人
が
問
題
の
あ
る
施
設
に
居
住
し
て
い
た
り
、
個
人
や
財

産
に
関
す
る
事
項
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
等
）
を
阻
止
し
、
適
切
な
状
態
を
保
持
す
る
の
み
で
あ
る
、
と

（
３４
）

す
る
。

世
話
計
画
を
作
成
す
る
際
に
問
題
に
な
る
の
は
、
世
話
人
に
本
人
の
病
気
を
理
解
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
と
、
現
実
の
状
況
を

誤
っ
て
判
断
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
克
服
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
と
世
話
社
団
が
積
極
的
な
世
話
計
画
を
準
備
す
る
こ
と
で
、

世
話
の
費
用
が
必
要
以
上
に
か
か
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
議
論
す
べ
き
点
は
、
世
話
計
画
の
発
展
の
た
め
に
お
金
を
出
す
こ
と

と
、
準
備
の
で
き
た
計
画
を
裁
判
所
が
ど
の
程
度
認
め
る
か
で
あ
る
、
と
指
摘
さ

（
３５
）

れ
た
。

②

世
話
職
務
を
目
的
と
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

（
３６
）

ン
ト

世
話
法
第
二
次
改
正
法
の
草
案
に
は
、
世
話
人
の
義
務
と
し
て
、
一
九
〇
一
条
四
項
で
、
必
要
が
あ
れ
ば
世
話
計
画
が
立
て
ら
れ

る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
世
話
法
に
お
け
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
具
体
的
な
内
容
が
検
討
さ
れ
た
。
世
話

を
目
的
と
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
世
話
の
質
を
保
証
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
す
る
。
と
く
に
、
本
人
に
対
す
る
健
康
に

関
す
る
配
慮
と
、
居
所
の
決
定
に
つ
い
て
、
世
話
計
画
は
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

（
三
）
制
度
改
正
の
動
き

ド
イ
ツ
連
邦
省
内
で
行
わ
れ
た
世
話
法
の
運
用
に
関
す
る
実
態
調
査
の
内
容
が
、
二
〇
〇
三
年
に
公
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
世
話

計
画
に
つ
い
て
検
討
さ

（
３７
）

れ
た
。
世
話
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
世
話
計
画
は
、
個
人
的
な
世
話
に
関
連
し
た
計
画
を
立
て
、
本

人
に
世
話
の
目
的
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
世
話
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
目
標
の
達
成
の
程
度
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で
あ
る
。
世
話
計
画
の
重
要
な
問
題
は
、
世
話
を
通
じ
て
達
成
す
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
、
い
つ
ま
で
に
、
誰
が

世
話
に
協
力
す
る
の
か
、
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
こ
た
え
る
た
め
に
、
世
話
の
過
程
を
計
画
し
、
同
時
に
文
書
で
そ
れ
を
証
明
す
る

こ
と
、
と
い
う
基
準
を
示
し
た
。
世
話
計
画
は
、
専
門
的
な
手
段
の
み
な
ら
ず
、
世
話
の
質
を
確
保
す
る
た
め
に
、
世
話
を
遂
行
す

る
と
き
は
世
話
の
内
部
を
透
明
に
し
て
行
い
、
世
話
を
代
理
す
る
場
合
は
、
そ
の
引
き
継
ぎ
の
負
担
を
軽
く
す
る
よ
う
に

（
３８
）

す
る
。」

と
し
て
い
る
。

世
話
計
画
を
め
ぐ
る
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
さ
れ
た
。「
現
在
の
法
律
事
実
の
調
査
の
範
囲

で
、
後
見
裁
判
所
も
世
話
官
庁
、
世
話
社
団
に
お
い
て
も
世
話
計
画
の
需
要
が
あ
り
、
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
世
話
計
画
の
手
段

が
研
究
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
手
段
の
研
究
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
世
話
計
画
に
つ
い
て
質

問
し
た
際
に
、
三
分
の
一
は
否
定
し
、
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
世
話
計
画
を
作
成
し
た
と
答
え
た
。
四
パ
ー
セ
ン
ト
は
世
話
官
庁
で

あ
っ
た
。
多
く
の
質
問
に
よ
り
、
世
話
計
画
（Betreuungsplanung

）
の
概
念
に
は
、
様
々
な
内
容
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
そ
れ
と
共
に
、
今
ま
で
職
業
世
話
人
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
統
一
の
行
動
の
計
画
が
根
拠
づ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
個
人
的

な
職
務
の
た
め
の
統
一
し
た
手
段
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
（
し
か
し
、
そ
の
手
段
は
世
話
の
本
質
に
は
及
ば

（
３９
）

な
い
）」。
世
話
計
画

に
つ
い
て
、
世
話
に
携
わ
る
様
々
な
立
場
の
世
話
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
目
的
を
果
た
す
た
め
に
、
様
々
な
形
式
の
世
話
計
画

を
作
成
し
て
い
た
た
め
、
統
一
の
基
準
と
世
話
法
に
お
け
る
根
拠
づ
け
が
必
要
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告

書
を
も
と
に
世
話
法
の
第
二
次
改
正
法
案
が
作
成
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
に
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

《論 説》
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五

世
話
計
画
の
内
容

（
一
）
世
話
計
画
の

（
４０
）

概
要

職
業
上
取
り
扱
わ
れ
た
世
話
に
対
し
て
、
世
話
裁
判
所
は
世
話
人
に
世
話
計
画
を
立
て
る
こ
と
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
話

計
画
と
は
、
世
話
の
目
的
と
そ
の
達
成
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
処
置
を
意
味
す
る
（
一
九
〇
一
条
四
項
）。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
世
話
人

は
、
本
人
の
状
況
を
知
る
た
め
の
十
分
な
情
報
を
得
て
、
世
話
の
処
置
を
調
達
す
る
見
通
し
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
分
析
し
、
世

話
人
の
行
動
を
開
発
す
る
た
め
に
は
っ
き
り
し
た
目
標
を
示
す
こ
と
を
継
続

（
４１
）

す
る
。
世
話
計
画
の
作
成
の
義
務
が
生
じ
る
の
は
、
裁

判
所
の
命
令
が
あ
っ
た
と
き
の
み
で
あ
る
。
本
人
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
処
置
の
た
め
に
、
特
に
役
に
立
つ
場
合
考
慮
さ

（
４２
）

れ
る
。

世
話
計
画
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
病
気
ま
た
は
障
害
に
関
す
る
今
あ
る
健
康
状
態
や
、
生
活
状
況
の
報
告
、
必
要
が
あ
れ
ば
、

そ
の
時
の
本
人
の
希
望
が
考
慮
さ
れ
る
。
同
じ
く
ま
た
、
世
話
の
目
標
も
追
及
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
個
々
の
処
置
も
、
世
話
計
画

に
置
き
換
え
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
世
話
裁
判
所
は
、
世
話
計
画
を
調
査
し
て
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
世
話
人
に
指
示
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
話
計
画
の
変
更
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
個
々
の
処
置
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
世
話
裁

判
所
は
、
世
話
人
に
指
示
を
与
え
る
際
に
、
特
定
の
代
理
人
を
通
じ
て
、
世
話
人
の
合
目
的
性
の
考
慮
を
す
る
必
要
は

（
４３
）

な
い
。

世
話
計
画
を
作
成
す
る
際
、
世
話
計
画
の
内
容
に
関
し
て
は
、
本
人
の
生
活
の
実
態
の
多
様
性
を
考
慮

（
４４
）

す
る
。
そ
の
た
め
、
世
話

計
画
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
①
世
話
人
に
割
り
当
て
る
職
務
、
②
複
数
の
世
話
、
③
本
人
の
希
望
ま
た
は
本
人
が
抵
抗
（
妨
害
）

す
る
こ
と
、
④
実
際
の
改
善
可
能
性
、
⑤
病
気
の
類
型
に
対
し
て
、
本
人
の
現
状
を
正
確
に
把
握
し
、
融
通
の
利
く
運
用
を
す
る
こ

と
が
必
要
条
件
で

（
４５
）

あ
る
。
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こ
れ
ら
の
基
準
を
満
た
さ
な
い
こ
と
や
、
結
果
が
出
る
可
能
性
が
あ
る
の
に
計
画
を
立
て
な
い
、
ま
た
は
不
完
全
な
世
話
計
画
が

た
て
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
裁
判
所
は
世
話
計
画
を
遂
行
す
る
手
続
を
厳
重
に
適
用

（
４６
）

す
る
。
世
話
計
画
を
作
成
す
る
際
に
、

原
則
、
一
定
の
ひ
な
型
に
当
て
は
め
て
作
成
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
と
く
に
、
世
話
計
画
に
お
い
て
本
人
の
身
上
の
変
化
に

つ
い
て
世
話
を
す
る
計
画
を
作
成
す
る
場
合
、
紙
の
上
で
の
処
理
の
み
で
行
う
べ
き
で
は
な
く
、
世
話
人
が
、
本
人
の
生
活
状
態
を

把
握
し
て
、
客
観
的
な
対
応
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
話
計
画
は
、
そ
の
時
そ
の
時
の
世
話
の
状
況
を
忠
実
に
映
し
出
す

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
決
し
て
世
話
人
が
一
回
行
っ
た
本
人
の
生
活
状
況
を
確
認
し
た
結
果
に
固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。

世
話
計
画
は
、
世
話
の
職
務
範
囲
の
す
べ
て
、
及
び
世
話
人
全
員
（
複
数
世
話
人
の
場
合
）
の
職
務
範
囲
に
及
ん
で
は
い
け
な
い

が
、
及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、
制
度
上
、
部
分
的
な
世
話
計
画
、
例
え
ば
健
康
状
態
の
配
慮
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
た
職
務
に
限

定
す
る
こ
と
は
認
め
ら

（
４７
）

れ
る
。

（
二
）
世
話
計
画
を
作
成
す
る
世
話
人
の
資
格

職
業
上
の
世
話
に
よ
り
、
世
話
計
画
を
作
成
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合
、
世
話
人
は
、
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
世
話
計
画
を
作
成

す
る
。
職
業
上
の
世
話
な
の
で
、
名
誉
職
世
話
人
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
）
や
自
由
業
の
世
話
人
や
、
協
会
世
話
人
、
官
庁
世
話
人
は
、

原
則
世
話
計
画
の
作
成
者
に
は
含
ま
れ
な
い
。
特
定
の
形
式
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
の
で
、
と
く
に
官
庁
や
そ
の
共

同
研
究
者
に
お
け
る
世
話
計
画
の
作
成
は
含
ま
れ
な
い
。
世
話
法
一
九
〇
一
条
三
、
四
項
に
よ
り
世
話
協
会
ま
た
は
官
庁
が
例
外
と

し
て
裁
判
所
に
よ
り
世
話
人
に
選
任
さ
れ
た
と
し
て
も
、
本
人
の
財
力
や
国
庫
の
返
済
に
結
び
つ
け
て
取
り
扱
う
こ
と
（
費
用
の
抑

制
の
視
点
か
ら
世
話
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
）
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
世
話
計
画
を
作
成
す
る
際
に
、
本

人
の
意
思
や
生
活
状
況
に
配
慮
す
る
と
き
に
、
費
用
の
抑
制
の
問
題
の
た
め
に
、
本
人
の
意
思
や
希
望
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

《論 説》
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て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
必
要
が
あ
れ
ば
、
世
話
人
の
選
任
の
際
に
、
そ
の
世
話
計
画
が
「
職
業
上
の
世
話
」
か
ど
う

か
を
世
話
人
に
確
認

（
４８
）

す
る
。

（
三
）
世
話
計
画
開
始
後
の
世
話
人
の
変
更

職
業
世
話
人
が
作
成
し
た
世
話
計
画
に
よ
る
「
世
話
の
開
始
」
の
後
で
、
名
誉
職
の
世
話
人
（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
）
が
、
世
話
の

職
務
を
引
き
継
い
だ
場
合
、
既
に
作
成
さ
れ
た
世
話
計
画
の
内
容
に
従
っ
て
、
世
話
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
世
話
人
が
交
代
し
た

場
合
、
世
話
計
画
は
維
持
さ
れ
、
交
代
し
た
世
話
人
も
世
話
計
画
に
し
た
が
っ
て
世
話
の
職
務
を
行
う
が
、
新
た
な
世
話
人
が
、
世

話
計
画
で
作
成
さ
れ
た
目
標
の
設
定
に
実
際
の
状
況
を
当
て
は
め
た
と
き
に
、
そ
の
目
標
に
対
し
て
混
乱
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
世
話
計
画
の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
話
計
画
に
よ
る
世
話
を
開
始
し
て
か
ら
、
世
話
人
を

交
代
し
た
こ
と
や
、
職
務
の
内
容
を
変
更
し
た
こ
と
な
ど
、
記
録
を
取
り
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

名
誉
職
の
世
話
人
が
職
業
上
の
世
話
を
引
き
継
ぐ
場
合
は
、
決
め
ら
れ
た
日
付
や
現
在
の
業
務
内
容
の
報
告
を
職
業
上
の
世
話
人

に
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
他
の
名
誉
職
の
世
話
人
に
引
き
継
が
れ
て
も
、
世
話
計
画
の
意
義
は
失
わ
れ
な
い
。
名
誉

職
の
世
話
人
は
、
世
話
計
画
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
名
誉
職
の
世
話
人
独
自
の
世
話
職
務
の
範
囲
は
制
限
さ
れ
る
が
、
必
要
が

あ
れ
ば
、
名
誉
職
の
世
話
人
固
有
の
世
話
の
職
務
を
、
同
時
に
行
う
こ
と
が
で

（
４９
）

き
る
。

（
四
）
複
数
の
世
話
人
が
選
任
さ
れ
た
場
合

世
話
法
一
八
九
九
条
一
、
三
項
に
よ
り
、
複
数
の
世
話
人
が
選
任
さ
れ
た
場
合
、
一
緒
に
世
話
を
行
う
職
業
世
話
人
に
対
し
て
の

み
、
世
話
計
画
の
報
告
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
本
人
の
身
分
法
上
の
職
務
を
行
う
た
め
に
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選
任
さ
れ
た
所
轄
の
名
誉
職
の
世
話
人
（
本
人
の
個
人
的
な
周
囲
の
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
世
話
人
）
に
は
、
世
話
計
画

を
報
告
す
る
必
要
は
な
く
、
財
産
管
理
の
た
め
に
選
任
さ
れ
た
職
業
上
の
世
話
人
に
対
し
て
は
、
世
話
計
画
の
報
告
が
義
務
づ
け
ら

れ
た
こ
と
で
あ
る
。

不
妊
化
手
術
に
対
応
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
た
世
話
人
や
、
補
充
世
話
人
に
対
し
て
も
、
法
律
上
の
妨
げ
に
な
る
た
め
（
世
話
法

一
九
〇
八
ⅰ
条
に
よ
る
未
成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
規
定
の
一
七
九
五
、
一
七
九
六
条
の
準
用
〈
代
理
権
の
排
除
、
剝
奪
に
関
す
る
規
定
の
準

用
〉）、
原
則
世
話
計
画
の
報
告
義
務
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
話
計
画
の
報
告
の
た
め
に
か
な
り
長
い
時
間
が
か
か
り
、
そ
の

た
め
に
実
際
に
世
話
の
職
務
の
遂
行
の
妨
げ
に
な
る
場
合
は
、
世
話
人
は
引
き
続
き
最
低
限
の
変
更
に
つ
い
て
、
世
話
の
記
録
を
取

り
続
け
る
こ
と
が
必
要
で

（
５０
）

あ
る
。

（
五
）
世
話
計
画
の
報
告
義
務
の
根
拠

世
話
法
一
九
〇
一
条
四
項
は
、
通
常
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
話
人
が
、
職
業
上
行
わ
れ
た
世
話
が
世
話
計
画
に
該
当
し
た
場
合
に
、
報

告
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
義
務
は
職
業
上
行
わ
れ
る
世
話
に
限
ら
れ
る
。
名
誉
職
の
世
話
人
が
行
う

世
話
（
ま
た
は
様
々
な
こ
と
）
に
職
務
世
話
人
が
対
応
す
る
こ
と
は
含
ま
れ
な
い
。
職
業
上
の
世
話
職
務
を
行
う
人
は
、
世
話
人
の

ほ
か
に
、
後
見
、
保
佐
、
遺
産
に
対
す
る
後
見
・
保
佐
人
、
訴
訟
に
関
す
る
後
見
・
保
佐
・
補
助
人
が
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
人
が

職
務
を
行
う
場
合
、
世
話
法
上
、
世
話
計
画
を
作
成
す
る
義
務
は
な
い
。

職
業
上
行
わ
れ
る
世
話
に
よ
り
、
世
話
計
画
の
報
告
義
務
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
生
じ
る
。
世
話
職
務
の
履
行
は
裁
判
所
の
監
督
、

管
理
の
も
と
で
行
わ
れ
る
。
義
務
の
あ
る
世
話
人
が
、
世
話
計
画
の
報
告
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
そ
の
計
画
を
報
告
す
る

命
令
を
出
す
。
適
切
な
場
合
に
世
話
人
が
世
話
計
画
を
報
告
し
た
場
合
、
裁
判
所
は
裁
決
を
下
す
。
官
庁
か
ら
推
薦
さ
れ
た
世
話
人

《論 説》
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が
そ
の
裁
決
を
受
け
た
場
合
、
裁
判
所
か
ら
計
画
の
報
告
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
と
き
に
、
官
庁
か
ら
詳
し
い
助
言
や
支
援
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
側
面
的
な
助
言
や
支
援
で
あ
り
、
官
庁
が
共
同
世
話
人
と
し
て
世
話
計
画
を
作
成
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

裁
判
所
は
、
世
話
の
適
性
を
決
定
す
る
。
客
観
的
な
理
由
か
ら
、
世
話
計
画
の
必
要
性
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
裁
判
所
が
必
要

な
世
話
計
画
を
判
断
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
複
数
の
世
話
人
が
い
る
場
合
そ
れ
ぞ
れ
の
世
話
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
話
計
画
の
報
告

を
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
か
な
り
の
期
間
世
話
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
本
人
の
個
人

的
な
状
況
が
変
化
し
た
た
め
報
告
を
す
る
必
要
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
話
計
画
の
変
更
は
、
最
初
の
計
画
の
手
が
か
り
と
一
致

し
、
追
加
の
手
段
で
あ
る
世
話
計
画
を
職
業
上
対
応
す
る
世
話
人
が
、
そ
の
世
話
職
務
に
対
し
て
裁
判
所
の
監
督
、
管
理
の
も
と
で

行
う
。

世
話
計
画
の
報
告
に
も
と
づ
き
、
裁
判
所
が
具
体
的
な
世
話
の
内
容
を
指
図
す
る
決
定
を
出
し
た
場
合
、
世
話
人
は
、
こ
の
決
定

に
従
っ
て
、
裁
判
所
か
ら
受
け
て
い
た
他
の
す
べ
て
の
指
図
を
取
消
す
（
非
訟
事
件
手
続
法
五
八
条
）。
こ
の
世
話
の
内
容
を
指
図
す

る
決
定
は
、
世
話
に
対
す
る
本
人
の
自
己
決
定
に
関
す
る
事
項
が
考
慮
さ
れ
る
場
合
に
出
さ

（
５１
）

れ
る
。

（
六
）
世
話
計
画
の
報
告
を
す
る
時
点

世
話
人
が
世
話
計
画
を
開
始
す
る
と
き
は
、
世
話
の
開
始
を
裁
判
所
に
報
告
す
る
。
裁
判
所
が
世
話
計
画
の
中
で
世
話
人
に
対
し

て
本
人
の
生
活
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
決
定
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
と
も
に
世
話
人
は
い
つ
世
話
計
画
を
報
告
す
べ
き
か
、
報
告
の

内
容
が
世
話
計
画
の
目
的
に
か
な
っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
、
世
話
人
の
行
動
を
裁
判
所
が
把
握
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
。
裁
判
所
は
、

ど
の
よ
う
な
場
合
、
い
つ
世
話
計
画
を
提
案
す
る
か
、
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
話
人
は
、
規
定
ど
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お
り
、
ま
ず
第
一
に
、
本
人
の
個
人
的
な
生
活
状
況
や
希
望
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら

（
５２
）

な
い
。

し
か
し
、
実
際
に
は
、
本
人
の
生
活
状
況
を
調
査
し
て
か
ら
報
告
す
る
と
、
報
告
か
ら
決
定
ま
で
に
数
カ
月
か
か
っ
て
し
ま
う
の

で
、
規
定
の
想
定
通
り
に
世
話
計
画
を
開
始
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
あ
ま
り
役
に
た
っ
て
い
な
い
と
の
指
摘
が

（
５３
）

あ
る
。

（
七
）
世
話
計
画
の
た
め
の
世
話
の
職
務
範
囲

世
話
人
が
職
業
上
取
り
扱
う
世
話
に
お
い
て
、
必
要
な
場
合
、
裁
判
所
の
指
示
に
よ
り
、
世
話
計
画
を
作
成
す
る
。
世
話
法
第
二

次
改
正
法
が
施
行
さ
れ
た
結
果
、
世
話
計
画
の
実
質
的
な
具
体
化
が
な
さ
れ
た
。
世
話
計
画
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
職
務
範
囲
が
重

要
で
、
本
人
の
個
人
的
な
生
活
状
況
が
最
も
よ
い
状
態
で
い
る
た
め
の
健
康
上
の
配
慮
や
、
居
留
地
の
決
定
を
す
る
。
そ
れ
に
伴
っ

て
、
世
話
人
の
責
任
の
範
囲
を
決
定
す
る
が
、
世
話
の
計
画
が
十
分
で
は
な
い
場
合
、
裁
判
所
が
世
話
計
画
の
内
容
の
変
更
を
指
図

す
る
。
世
話
計
画
の
目
的
と
な
る
も
の
や
、
世
話
計
画
を
開
発
し
て
い
く
た
め
に
は
、
本
人
の
生
活
状
況
も
、
本
人
の
人
格
も
、
変

化
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
世
話
人
は
、
本
人
と
の
個
人
的
な
接
触
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
人
の
世
話

の
目
標
を
検
証
す
る
た
め
に
、
家
に
で
き
る
だ
け
長
く
引
き
留
め
て
長
話
を
す
る
こ
と
は
、
世
話
計
画
に
は
ま
っ
た
く
必
要
の
な
い

こ
と
で
あ
る
。

他
の
世
話
の
職
務
範
囲
に
関
連
し
て
、
財
産
管
理
、
特
に
投
資
や
そ
の
変
化
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
世
話
計
画
に
は
含
ま
れ
な
い
。

世
話
計
画
に
お
け
る
個
々
の
世
話
の
事
例
や
問
題
の
確
認
や
、
計
画
に
お
け
る
世
話
の
処
理
に
対
す
る
援
助
や
実
態
の
確
認
は
、

世
話
官
庁
に
義
務
づ
け
ら
れ
て

（
５４
）

い
る
。
た
だ
、
世
話
官
庁
は
世
話
計
画
の
現
状
を
確
認
す
る
権
限
が
あ
る
の
み
で
、
世
話
計
画
を
変

更
す
る
権
限
は
な
い
。

世
話
計
画
の
報
告
は
、
世
話
の
処
理
に
責
任
を
取
ら
せ
る
た
め
世
話
人
に
の
み
要
求
さ
れ
る
が
、
世
話
官
庁
の
援
助
や
補
助
の

《論 説》
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サ
ー
ビ
ス
の
み
な
ら
ず
、
今
ま
で
本
人
を
世
話
し
た
こ
と
の
あ
る
人
を
関
与
さ
せ
た
り
、
世
話
人
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
話

人
が
別
の
人
や
他
の
立
場
に
変
更
し
た
と
き
は
、
本
人
の
了
解
が
あ
っ
た
時
に
限
り
、
世
話
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取
り
決
め
の
た
め
の

デ
ー
タ
収
集
や
情
報
、
報
告
や
予
測
の
申
し
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
話
計
画
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
世
話
人
が
、

本
人
の
同
意
の
み
な
ら
ず
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
理
想
で

（
５５
）

あ
る
。

（
八
）
世
話
計
画
と
援
助
計
画
（H

ilfeplan

）
の
違
い

二
〇
〇
五
年
に
世
話
法
が
改
正
さ
れ
る
ま
で
、
世
話
計
画
は
、
援
助
計
画
の
一
部
と
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
改
正
後
、
世
話
計
画

と
援
助
計
画
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

世
話
計
画
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
法
（
Ｓ
Ｇ
Ｂ
）
三
六
条
八
項
（
児
童
・
未
成
年
者
養
成
法
〈
Ｋ
Ｊ
Ｈ
Ｇ
〉）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、

未
成
年
者
の
援
助
計
画
と
間
違
わ
れ
る
。
援
助
計
画
は
、
性
質
、
範
囲
、
存
続
期
間
、
融
資
や
負
担
を
考
慮
し
て
、
未
成
年
の
被
保

護
権
者
に
保
護
権
者
を
任
用
し
て
、
援
助
計
画
を
作
成
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
世
話
計
画
は
、
目
的
や
方
法
を
裁
判
所
の
「
命

令
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
。
世
話
計
画
は
、
世
話
人
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
本
人
に
は
義
務
づ
け
ら
れ
な
い
。

世
話
計
画
は
、
あ
ら
か
じ
め
備
え
る
世
話
（
任
意
後
見
）
に
お
い
て
、
世
話
計
画
の
範
囲
内
で
、
個
別
、
具
体
的
に
実
現
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
人
へ
の
手
術
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
世
話
人
は
、
本
人
の
健
康
状
態
へ
の
配
慮
に
つ
き
責
任
が
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
援
助
計
画
は
被
保
護
人
が
そ
の
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
時
に
効
力
が
発
生
す
る
。
あ
ら
か
じ

め
援
助
計
画
を
未
成
年
者
の
た
め
に
備
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
精
神
科
病
院
か
ら
居
所
へ
の
連
れ
戻
し
の
場
合
な
ど
で

（
５６
）

あ
る
。
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（
九
）
世
話
計
画
に
お
け
る
世
話
人
の
義
務

世
話
人
が
世
話
を
行
う
場
合
、
本
人
の
要
望
や
福
祉
を
尊
重
す
る
た
め
の
具
体
的
な
方
法
は
も
ち
ろ
ん
、
世
話
の
内
容
や
必
要
な

申
請
に
期
日
の
あ
る
世
話
職
務
に
つ
い
て
も
、
世
話
人
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
通
常
世
話
人
の
自
由
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
世
話
計
画
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
報
告
義
務
と
、
本
人
に
対
す
る
配
慮
は
、
世
話
人
の
こ
の
よ
う
な
自
由
裁
量
を
制
限
し
た
。

そ
れ
で
も
、
世
話
人
は
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
、
世
話
計
画
を
遂
行
す
る
。

世
話
計
画
は
、
そ
れ
に
伴
う
目
標
設
定
や
、
そ
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
備
え
た
個
々
の
世
話
職
務
に
つ
い
て
、
世
話
計
画
に
基
づ

い
て
、
裁
判
所
が
世
話
人
に
委
任
し
た
範
囲
で
の
み
そ
の
世
話
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
世
話
法
一
九
〇
一
条
四
項
で
は
、
世

話
人
に
付
随
業
務
を
当
然
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

世
話
計
画
は
、
世
話
裁
判
所
の
命
令
に
よ
っ
て
世
話
人
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
世
話
計
画
の
調
査
と
査
定
に
つ
い
て
は
、
未
成
年

後
見
と
同
様
に
、
世
話
職
務
の
範
囲
が
保
証
さ
れ
る
（
一
九
〇
八
ⅰ
条
に
よ
る
一
八
四
〇
条
の
準
用
）。

世
話
裁
判
所
は
、
世
話
計
画
の
内
容
に
疑
念
が
あ
れ
ば
決
し
て
許
可
を
与
え
ず
、
世
話
人
を
任
命
し
た
あ
と
監
督
し
た
上
で
、
そ

の
世
話
計
画
が
、
後
で
、
世
話
人
の
裁
量
の
範
囲
に
つ
き
瑕
疵
が
あ
る
決
定
が
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
は
、
そ
の
瑕
疵

の
あ
る
範
囲
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
世
話
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
世
話
人
と
と
も
に
世
話
計
画
を
調
査
し
て
、

目
標
設
定
や
そ
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
備
え
た
処
置
の
実
現
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
の
範
囲
内
で
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

職
務
範
囲
の
変
更
は
、
世
話
法
に
お
け
る
法
律
上
の
世
話
（Rechtlich

Betreuung

）
の
範
囲
内
で
行
う
こ
と
が
で

（
５７
）

き
る
。
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（
十
）
世
話
計
画
に
お
け
る
本
人
の
権
利

本
人
に
と
っ
て
、
世
話
計
画
は
、
計
画
さ
れ
た
処
置
に
関
与
す
る
た
め
の
案
内
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
世
話
計
画
は
、
世
話

人
を
法
律
上
の
義
務
の
支
配
下
に
置
く
が
、
本
人
を
そ
の
支
配
下
に
は
置
か
な
い
。
本
人
が
、
自
ら
内
容
を
変
更
し
て
決
定
を
す
る

こ
と
は
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
本
人
の
決
定
が
、
世
話
人
の
職
務
範
囲
に
お
い
て
、
世
話
人
の
自
ら
の
個
人
的
な
職
務
や
特
別
な
職

務
と
競
合
す
る
た
め
に
制
限
さ
れ
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
本
人
に
同
意
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
同
意
の
留
保
を
指
示
し
て
、
本
人

の
同
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
、
世
話
人
の
職
務
を
制
限
す
る
（
一
九
〇

（
５８
）

三
条
）。

（
十
一
）
世
話
計
画
に
関
す
る
補
足

世
話
計
画
の
サ
ン
プ
ル
は
、
裁
判
所
が
引
き
受
け
て
監
督
す
る
場
合
、
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
裁
判
所
も
世
話
人
も
、
記
録

の
作
成
に
関
与
し
た
者
は
、
記
録
さ
れ
た
情
報
に
対
し
て
守
秘
義
務
が
あ
る
。
書
類
の
閲
覧
の
場
合
も
同
様
で

（
５９
）

あ
る
。

六

日
本
法
へ
の
示
唆

世
話
法
で
は
、
本
人
に
対
し
て
個
人
的
な
世
話
に
関
す
る
規
定
（
一
八
九
七
条
）
を
置
き
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
世
話

人
の
義
務
に
関
す
る
規
定
（
一
九
〇
一
条
）
を
置
い
た
。「
個
人
的
な
世
話
」
と
は
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
身
上
監
護

に
関
す
る
一
般
規
定
を
定
め
た
民
法
八
五
八
条
に
相
当
す
る
。
世
話
法
に
お
い
て
は
、「
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
」
を
最
も

重
要
な
世
話
人
の
職
務
と
位
置
づ
け
た
。
世
話
法
の
基
本
原
理
と
し
て
、
本
人
に
と
っ
て
必
要
が
な
け
れ
ば
世
話
法
を
適
用
し
な
い

こ
と
を
定
め
た
必
要
性
の
原
則
（
一
八
九
六
条
）
や
、
本
人
の
意
思
を
確
認
す
る
た
め
の
同
意
の
留
保
（
一
九
〇
三
条
）
の
規
定
を
置
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き
、
判
断
能
力
が
た
と
え
十
分
で
は
な
く
て
も
、
本
人
の
意
思
決
定
の
自
立
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
自
律
の
考
え
方
つ
い
て
検
討
さ

れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
を
世
話
人
の
義
務
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り

（
一
九
〇
一
条
）、
個
人
的
な
世
話
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
個
人
的
な
世
話
の
職
務
範
囲
（
契
約
の
締
結
の
援
助

な
ど
）
は
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
世
話
人
の
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
義
務
は
、
す
べ
て
の
職
務
範
囲
に
対
し
て
生
じ
る
。

（
一
）
わ
が
国
に
お
け
る
世
話
計
画
の
導
入
の
可
能
性

二
〇
〇
五
年
の
世
話
法
第
二
次
改
正
で
、
新
た
に
職
業
世
話
人
の
義
務
規
定
と
し
て
設
け
ら
れ
た
世
話
計
画
は
、
そ
れ
ま
で
世
話

人
の
職
務
と
し
て
、
様
々
な
形
で
実
務
上
行
わ
れ
て
い
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
根
拠
を
設
け
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
一
般
的
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
必
ず
目
的
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
費
用
の
抑
制
」
の
視
点
は
厳
し
く
排
除
さ
れ
、
官
庁

や
行
政
が
関
与
す
る
こ
と
を
制
限
し
（
官
庁
が
世
話
人
に
な
っ
て
世
話
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
）、
裁
判
所
が
積
極
的

に
関
与
す
る
と
こ
ろ
が
、
社
会
福
祉
援
助
技
術
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
）
と
異
な
る
点
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
人
の
意
思
を

尊
重
す
る
こ
と
が
、
世
話
職
務
を
提
供
す
る
側
（
官
庁
や
職
務
世
話
人
な
ど
）
の
意
向
で
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
が
最
重
要
事
項
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
あ
く
ま
で

本
人
の
意
向
に
沿
う
よ
う
に
生
活
支
援
を
す
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
、
世
話
計
画
を
作
成
す
る
た
め
に
、
必
ず
本
人
と
接
触
し
て
本

人
の
意
向
を
確
認
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
一
定
の
要
件
や
形
式
（
ひ
な
型
な
ど
）
に
当
て
は
め
て
計
画
を
作
成
す
る
方
法
を
否
定
し

て
い
る
。
世
話
計
画
の
必
要
性
を
裁
判
所
と
い
う
第
三
者
が
確
認
し
、
本
人
の
意
思
を
最
大
限
尊
重
す
る
た
め
に
、
世
話
計
画
の
開

始
時
点
か
ら
、
職
務
内
容
、
終
了
ま
で
、
裁
判
所
の
監
督
の
も
と
で
行
わ
れ
る
。

世
話
法
に
お
け
る
世
話
計
画
の
作
成
に
相
当
す
る
、
成
年
後
見
を
目
的
と
し
た
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
や
、
ケ
ア
プ
ラ
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ン
を
作
成
す
る
こ
と
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
身
上
監
護
の
職
務
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
、
検
討
の
可
能
性
が

あ
る
。
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
よ
り
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
（
施
設
・
機
関
の
経
営
者
）

が
直
接
交
渉
す
る
契
約
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
人
が
自
己
の
意
思
に
基
づ
い
て
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
を
選
択
で
き
る

可
能
性
が
開
か
れ
た
が
、
契
約
制
度
で
あ
る
以
上
、
契
約
の
成
否
は
当
事
者
間
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
判
断
能

力
の
十
分
で
は
な
い
方
は
、
契
約
締
結
の
た
め
に
支
援
が
必
要
で

（
６１
）

あ
る
。
成
年
後
見
人
の
身
上
監
護
の
職
務
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な

福
祉
サ
ー
ビ
ス
契
約
の
支
援
が
含
ま
れ
る
が
、
介
護
保
険
制
度
や
、
障
害
者
総
合
支
援
法
な
ど
、
制
度
の
中
に
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
既
存
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
支
援
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
対
す
る
援
助
を
よ
り
具
体
化
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
人
が
必
要
と
し
て
い
る
医
療
や
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
を
つ
な

げ
る
こ
と
は
、
成
年
後
見
人
等
が
、
本
人
の
意
思
や
考
え
を
尊
重
し
な
が
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
。
医
療
や
福
祉
、
行
政
に
す
べ
て
を

委
ね
た
り
、
移
行
し
た
り
す
る
も
の
で
は
な
い
。
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
、
裁
判
所
へ
申
し
立
て
る
時
に
、
財
産
目
録

な
ど
必
要
書
類
を
提
出
す
る
が
、
そ
の
中
に
、
本
人
の
成
年
後
見
計
画
と
し
て
、
身
上
に
関
す
る
事
項
や
、
必
要
が
あ
れ
ば
、
ケ
ア

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
、
方
法
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
「
本
人
の
意
思
決
定
の
自
立
（＝
自
律
）」
と
身
上
監
護

わ
が
国
の
成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
身
上
監
護
に
つ
い
て
は
、
民
法
八
五
八
条
に
一
般
規
定
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
一
般
規
定
に

よ
る
成
年
後
見
人
の
身
上
監
護
に
関
す
る
義
務
の
範
囲
は
、
成
年
後
見
人
の
法
律
行
為
に
関
す
る
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
の
善
管

注
意
義
務
の
具
体
化
と
い
う
規
定
の
性
質
上
、
契
約
等
の
法
律
行
為
に
限
ら
れ
る
も
の
で

（
６０
）

あ
る
、
と
さ
れ
る
。
本
人
が
様
々
な
契
約

を
す
る
た
め
の
援
助
は
、
成
年
後
見
人
の
職
務
の
一
つ
で
あ
る
が
、
契
約
等
の
法
律
行
為
以
外
の
場
面
で
、「
本
人
の
意
思
を
尊
重
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す
る
」
た
め
に
本
人
と
接
触
し
て
、
本
人
の
意
思
確
認
を
す
る
こ
と
や
、
本
人
の
自
律
を
尊
重
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
身

上
監
護
の
職
務
と
し
て
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
人
の
意
思
決
定
の
自
立
を
尊
重
す
る
こ
と
を
契
約
や

財
産
管
理
の
中
の
み
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
身
上
監
護
の
職
務
内
容
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
際
、
本
人
の
意
向
を
確
認
し
、「
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
」
こ
と
は
、
本
人
の
意
思
決
定
の
自
立

（＝

自
律
）
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
な
職
務
と
し
て
構
成
し
に
く
い
も
の
の
、
制
度
を
運
用
す
る
た
め
の
原
動
力
と
な

る
、
最
も
重
要
な
事
項
で
あ
る
。
こ
の
「
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
」
こ
と
は
、
本
人
の
生
活
全
般
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
、
身
上

監
護
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
。
生
ま
れ
つ
き
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
方
は
、
意
思
決
定
に
つ
い
て
代
諾
や
代
行
決
定

の
必
要
が
生
じ
る
場
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
が
制
度
上
十
分
に
保
障
さ
れ
、
本
人
の
意
思
や
状
況

を
正
確
に
把
握
す
る
第
三
者
や
中
立
公
平
な
監
督
機
関
や
相
談
機
関
が
あ
っ
て
、
初
め
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

﹇
注
﹈

（
１
）Palandt,BGB

Buergerlichers
Gesetzbuch

K
om

m
entare,72.A

ufl.2013.S2134.

な
お
、
世
話
法
一
八
九
六
条
に
は
世
話
の
要
件
に
つ

い
て
、
一
九
〇
三
条
に
は
同
意
の
留
保
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
規
定
し
て
い
る
世
話
法
一
八
九
六
条
二
項
、
一
九

〇
三
条
一
項
の
条
文
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
八
九
六
条
二
項

世
話
人
は
、
世
話
が
必
要
な
職
務
範
囲
に
つ
い
て
の
み
選
任
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。
成
年
者
の
事
務
が
、
第
一
八
九
七

条
三
項
に
掲
げ
ら
れ
た
者
に
属
さ
な
い
任
意
代
理
人
に
よ
り
、
ま
た
は
法
定
代
理
人
の
選
任
に
伴
わ
な
い
他
の
援
助
に
よ
り
、

世
話
人
に
よ
る
場
合
と
同
様
に
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
世
話
は
不
要
で
あ
る
。

（
一
八
九
七
条
三
項
に
掲
げ
ら
れ
た
者
と
は
、
本
人
が
居
住
し
て
い
る
施
設
、
ホ
ー
ム
、
ま
た
は
そ
の
他
の
組
織
に
対
し
て
従

属
的
関
係
そ
の
他
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
を
指
す
）。
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一
九
〇
三
条
一
項

後
見
裁
判
所
は
、
被
世
話
人
の
身
上
ま
た
は
財
産
に
つ
い
て
の
著
し
い
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
で
、
被
世
話

人
が
世
話
人
の
職
務
範
囲
に
あ
る
意
思
表
示
を
す
る
に
は
、
そ
の
事
前
の
同
意
を
要
す
る
も
の
と
命
ず
る
（
同
意
の
留
保
）。

第
一
〇
八
条
な
い
し
一
一
三
条
、
第
一
三
一
条
第
二
項
及
び
第
二
〇
六
条
は
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

世
話
法
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
、『
諸
外
国
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
』（
法
曹
会
、
一
九
九
九
年
）
五
六
頁
、

六
〇
頁
か
ら
引
用
し
た
。（
一
八
九
六
条
二
項
の
括
弧
書
き
は
筆
者
が
補
足
し
た
）。

（
２
）Palandt,a.a.O

.S2134

―2135.

（
３
）
世
話
法
に
お
け
る
自
律
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ネ
・
レ
ー
テ
ル
、
冷
水
登
紀
代
訳
「
高
齢
者
と
自
律
―
比
較
法
的
視
点
か
ら
見
た
将
来
の

世
話
を
目
的
と
し
て
代
理
権
の
付
与
、
患
者
に
よ
る
処
分
及
び
臨
死
介
助
―
」
民
商
法
雑
誌
一
四
二
巻
四
・
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
九
五
頁
、

三
九
七
〜
三
九
八
頁

（
４
）Palandt,a.a.O

.S2134.

（
５
）Palandt,a.a.O

.S2134.

（
６
）Palandt,a.a.O

.S2135.

（
７
）
私
的
自
治
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
内
田
貴
『
民
法
Ⅱ
』（
第
三
版
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
頁
参
照
。
ま
た
、
自
律
の
概
念
の

多
様
性
と
と
も
に
検
討
し
た
も
の
に
、
大
村
敦
志
＋
東
大
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
大
村
ゼ
ミ
『
一
八
歳
の
自
律

東
大
生
が
考
え
る
高
校
生
の
「
自
立
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」』（
羽
鳥
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
二
一
六
〜
二
二
三
頁
参
照
。
本
稿
で
は
、
自
律
の
意
味
を
、
経
済
的
、
身
体
的
な
自
立
と
は
異
な

り
、
本
人
の
意
思
や
同
意
を
最
大
限
に
尊
重
す
る
意
味
で
用
い
る
。

（
８
）M

artin
Probst,Betreuungsrecht

―w
ohin?

BtPrax
2002／1

S10.

（
９
）Probst,a.a.O

.S10.

（
１０
）Probst,a.a.O

.S10.

（
１１
）Palandt,a.a.O

.S2135.

（
１２
）Palandt,a.a.O

.S2135.

（
１３
）Palandt,a.a.O

.S2135.

ドイツ成年者世話法における個人的な世話（persoenlich Betreuung）と世話計画
（Betreuungsplan）について
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（
１４
）BT

―D
rucks.11／4528,53,68.

（
１５
）
世
話
法
一
八
九
七
条
一
項
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
八
九
七
条
一
項

後
見
裁
判
所
は
、
裁
判
上
定
め
ら
れ
る
職
務
範
囲
に
お
い
て
被
世
話
人
の
事
務
を
法
的
に
処
理
し
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
範

囲
で
個
人
的
に
世
話
人
を
世
話
す
る
こ
と
に
適
し
た
自
然
人
を
世
話
人
に
選
任
す
る
。

（
１６
）
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein,BetreuungsrechtK

om
pakt2011,S48.

（
１７
）BayO

bLG
BtPrax,S140.

（
１８
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein,a.a.O

.S30.

（
１９
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein.a.a.O

.S30.

（
２０
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein.a.a.O

.S30.

（
２１
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein.a.a.O

.S49.

（
２２
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein.a.a.O

.S50.

（
２３
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann,BetreuungsrechtK
om

m
entar,5.A

ufl.2011.S293.

な
お
、
世
話
法
一
九
〇
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。（
下
線
は
筆
者
）

一
項

世
話
人
は
、
被
世
話
人
の
事
務
を
以
下
の
規
定
に
従
っ
て
法
的
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
活
動
を
含
む
も
の
と
す
る
。

二
項

世
話
人
は
、
被
世
話
人
の
福
祉
に
適
す
る
よ
う
に
、
被
世
話
人
の
事
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
世
話
人
の
福
祉
に
は
、
そ
の
能

力
の
範
囲
内
で
本
人
の
希
望
と
考
え
に
従
っ
て
生
活
を
形
成
す
る
可
能
性
も
、
含
ま
れ
る
。

三
項

世
話
人
は
、
被
世
話
人
の
福
祉
に
反
せ
ず
、
か
つ
、
世
話
人
に
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
で
、
被
世
話
人
の
希
望
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
世
話
人
の
選
任
前
に
被
世
話
人
の
表
明
し
た
希
望
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
希
望
を
維
持
す
る
意
思
が

被
世
話
人
に
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
世
話
人
は
、
被
世
話
人
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
重
要
な
事
務

を
処
理
す
る
前
に
、
被
世
話
人
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

四
項

世
話
人
は
、
職
務
範
囲
内
に
お
い
て
、
被
世
話
人
の
疾
病
も
し
く
は
障
害
を
除
去
し
、
改
善
し
、
そ
の
悪
化
を
防
止
し
、
ま
た
は
そ
の
結

果
を
軽
減
す
る
可
能
性
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
、
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
話
が
職
業
上
行
わ
れ
る
場
合
、
世
話
人
は
適
切
な
場
合

《論 説》
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に
裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
、
世
話
の
開
始
の
た
め
に
世
話
計
画
を
作
成
す
る
。
世
話
計
画
は
世
話
の
目
的
及
び
世
話
の
目
標
達
成
の
た
め

の
処
置
を
示
す
た
め
に
用
い
る
。

五
項

世
話
人
は
、
世
話
を
終
了
で
き
る
事
情
を
知
っ
た
時
は
、
こ
れ
を
後
見
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
職
務
範
囲
を
縮
小
す
る

こ
と
が
で
き
る
事
情
、
ま
た
は
職
務
範
囲
を
拡
大
し
、
他
の
世
話
人
を
選
任
し
、
若
し
く
は
同
意
の
留
保
を
命
ず
る
（
一
九
〇
三
条
）
こ

と
を
要
す
る
事
情
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
２５
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein,a.a.O

.S50.

（
２６
）BT

―D
rucks.11／4528,S68.

（
２７
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein,a.a.O

.S50.

（
２８
）
ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
は
、
一
九
九
二
年
施
行
以
降
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
九
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
が
、
一
九
〇
一
条
に

つ
い
て
は
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
五
年
に
改
正
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。
前
掲（
２３
）に
掲
載
し
た
一
九
〇
一
条
四
項
に
つ
い
て
は
、
下
線
部
分
以

下
の
内
容
が
、
二
〇
〇
五
年
改
正
の
際
に
追
加
さ
れ
た
。

（
２９
）
世
話
法
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
成
年
者
世
話
法
に
お
け
る
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
」

國
學
院
法
研
論
叢
二
八
号
（
二
〇
〇
一
年
）
四
三
〜
六
六
頁
、
同
「
成
年
後
見
制
度
と
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
國
學
院
法
研
論
叢
二
九
号
（
二
〇

〇
二
年
）
二
一
〜
四
四
頁
参
照
。
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
際
に
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
が
、
世
話
の
中
で
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行

い
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
を
、
世
話
を
目
的
と
す
る
ケ
ア
プ
ラ
ン
と
い
う
こ
と
で
、
世
話
計
画
（Betreuungsplan

）
と
表
現
す
る
。

（
３０
）
世
話
官
庁
と
世
話
計
画
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
関
係
に
つ
い
て
は
、Rainer

Pitschas,D
ie

Betreuung
in

der‘
schlanken’Sozialver-

w
altung

―Betreuungsbehoerden
zw

ischen
Buerokratie

und
M

anagem
ent.BtPrax,1997,S212

―217.

（
３１
）
世
話
の
質
と
世
話
計
画
に
つ
い
て
は
、Sabine

Eichler,Q
ualitaetsstandards

in
der

gesetzlichen
Betreuung.BtPrax,2001,S3

―9.

（
３２
）
検
討
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
、Sabine

Eichler,a.a.O
.S9.

（
３３
）W

erner
Bienw

ald,BetreuungsrechtK
om

m
entar

zum
BtG／BtBG,2.A

uft.1996,S202.

（
３４
）W

erner
Bienw

ald,a.a.O
.S202.

（
３５
）Sabine

Eichner,a.a.O
.S9.

ドイツ成年者世話法における個人的な世話（persoenlich Betreuung）と世話計画
（Betreuungsplan）について
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（
３６
）
世
話
法
に
お
け
る
具
体
的
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
内
容
を
検
討
し
た
も
の
に
、A

ngela
Roder,Betreuungs

（case

）m
anagem

ent,
BtPrax,2004／3,S87

―91.

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
、
援
助
対
象
者
の
生
活
課
題
と
す
で
に
制
度
と
な
っ
て
い
る
サ
ー
ビ

ス
、
ま
た
は
家
族
、
親
戚
、
近
隣
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト
の
社
会
資
源
を
結
び
つ
け
、
対
象
者
の
地
域
生
活
を
継
続
的
に
援
助
す
る

方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
世
話
法
に
お
け
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
個
々
の
段
階
や
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ⅰ

接
触
す
る
こ
と

・
接
触
…
依
頼
人
と
の
最
初
の
接
触

・
解
明
…
状
況
の
解
明

・
相
談
…
世
話
職
務
の
開
始
に
関
連
す
る
こ
と
、
援
助
や
対
処
に
対
す
る
相
談

・
本
人
の
危
機
へ
の
干
渉
…
本
人
の
損
傷
を
回
避
す
る
た
め
の
行
動
（
場
合
に
よ
っ
て
は
収
容
）

ⅱ

ア
セ
ス
メ
ン
ト

・
分
析
…
問
題
や
資
源
の
分
析
、
デ
ー
タ
の
調
査

・
評
価
…
専
門
の
評
価
、
依
頼
人
の
自
己
査
定
、
第
三
者
の
評
価
（
専
門
家
の
意
見
）、
仮
定
／
予
測

ⅲ

援
助
の
必
要
の
評
価

・
援
助
の
必
要
…
援
助
の
目
標
、
目
的

・
構
想
…
援
助
の
必
要
の
発
見
、
可
能
性
の
あ
る
・
役
に
立
つ
・
ま
た
は
避
け
ら
れ
な
い
援
助
の
構
想

ⅳ

援
助
計
画
（Planung

der
H
ilfen

）

・
援
助
計
画
の
話
し
合
い
（
必
要
が
あ
れ
ば
援
助
会
議
）

・
援
助
の
選
択
及
び
決
定

・
世
話
計
画
（Betreuungsplan

）（
必
要
が
あ
れ
ば
裁
判
所
）

・
場
合
に
よ
っ
て
は
本
人
と
の
契
約

・
処
置
へ
の
移
行

・
職
務
や
行
動
の
決
定
と
再
審
査
（
法
律
上
の
委
任
）

《論 説》
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ⅴ

管
理

・
目
的
の
成
果
の
審
査

・
本
人
か
ら
引
き
受
け
た
こ
と
の
調
査

・
関
与
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
審
査

・
計
画
の
記
録
を
取
り
続
け
る
こ
と
、
お
よ
び
修
正

・
報
告
（
裁
判
所
へ
の
報
告
）

ⅵ

評
価

・
す
べ
て
の
行
動
の
評
価

・
世
話
の
継
続
・
縮
小
・
終
了

・
他
の
援
助
の
仲
介

・
裁
判
所
に
対
す
る
見
解
の
報
告

・
成
果
の
評
価
（
結
末
の
報
告
）

（
３７
）Christine

Sellin／D
ietrich

Engels,Q
ualitaet,A

ufgabenverteilung
und

V
erfahrensaufw

and
beirechtlicher

Betreuung.2003,
S113

―114.

（
３８
）Christine

Sellin／D
ietrich

Engels,a.a.O
.S113.

（
３９
）Christine

Ssllin／D
ietrich

Engels,a.a.O
.S114.

（
４０
）
世
話
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
は
、Juergens／Lesting／M

arschner／W
interstein,a.a.O

.S54

―55.

（
４１
）T

obias
Froeschle,D

er
Betreuungsplan

nach
§
1901

A
bsetz4

Satz2
und

3
Buergerlichs

Gesetzbuch.BtPrax,2006,S43.

（
４２
）
日
本
と
異
な
り
世
話
法
は
、
身
体
障
害
者
も
制
度
の
対
象
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
、
身
体
機
能
を
回
復
さ

せ
る
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
社
会
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
社
会
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、

障
害
者
が
社
会
の
中
で
活
用
で
き
る
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
自
ら
活
用
し
て
社
会
参
加
し
、
自
ら
の
人
生
を
主
体
的
に
生
き
て
行
く
た
め
の
「
社
会

生
活
力
」
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
す
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
社
会
生
活
援
助
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
ほ
か
、
社
会
資
源
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
活
用

ドイツ成年者世話法における個人的な世話（persoenlich Betreuung）と世話計画
（Betreuungsplan）について
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支
援
、
対
象
者
と
家
族
と
の
関
係
調
整
、
対
象
者
と
環
境
と
の
調
整
、
諸
サ
ー
ビ
ス
間
の
調
整
な
ど
の
個
別
援
助
も
役
割
で
あ
る
。
社
会
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
方
法
の
中
に
、
権
利
擁
護
や
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
含
ま
れ
る
。
成
年
後
見
制
度
と
社
会
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
成
年
後
見
制
度
か
ら
見
た
社
会
福
祉
に
つ
い
て
」
國
學
院
法
研
論
叢
三
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
〇
頁
以
下
参
照

（
４３
）Juergens／Lesting／M

arschner／W
interatein,a.a.O

.S55.BT
-D

rucks.15／2494.S29.

（
４４
）BT

-D
rucks.15／2494.S29.

（
４５
）BT

-D
rucks.15／2494.S29.

（
４６
）
以
下
の
内
容
は
、Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann,a.a.O
.S305.

（
４７
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann,a.a.O
.S306.

（
４８
）
以
下
の
内
容
は
、Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann,a.a.O
.S300

―301.

に
よ
る
。

（
４９
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann,a.a.O
.S301.

（
５０
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S301

―302.

（
５１
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S302

―303.

（
５２
）BT

-D
rucks.15／2494.S29.

（
５３
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S303.

（
５４
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S304.

（
５５
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S304

―305.

（
５６
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S306.

（
５７
）Bienw
ald／Sonnenfeld／H

offm
ann.a.a.O

.S306

―307.

（
５８
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S307.

（
５９
）Bienw

ald／Sonnenfeld／H
offm

ann.a.a.O
.S308.

（
６０
）
法
務
省
民
事
局
参
事
官
室
『
成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
試
案
の
解
説
―
要
綱
試
案
・
概
要
・
補
足
説
明
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、

一
九
九
八
年
）
四
一
〜
四
二
頁

《論 説》
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（
６１
）
福
祉
制
度
と
、
自
立
、
自
律
の
概
念
に
つ
い
て
、
古
川
孝
順
・
岩
崎
晋
也
・
稲
沢
公
一
・
児
島
亜
紀
子
『
援
助
す
る
と
い
う
こ
と
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
二
年
）
五
二
頁
以
下
参
照

﹇
追
記
﹈

半
田
吉
信
先
生
と
鈴
木
庸
夫
先
生
が
ご
退
官
さ
れ
ま
し
た
。
両
先
生
に
は
、
在
籍
中
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
懇
切
丁
寧
な

ご
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
、
温
か
な
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

ドイツ成年者世話法における個人的な世話（persoenlich Betreuung）と世話計画
（Betreuungsplan）について
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